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D-483 心臓超音波検査（高血圧症疑い） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、「高血圧症疑い」のみに対する心臓超音波検査の算定は認

められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 心臓超音波検査は、心臓の構造や機能、血流を評価するための検査であ

るが、特定の診断や症状がない場合には、その必要性が認められないこと

から、「高血圧症疑い」のみでは心臓超音波検査の算定は認められないと

整理した。 

 


